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解説

１　緊急総合経済対策の概要

１０月３１日付日本経済新聞によると、政府は３０日、追加経済対策を決定しました。この中で証券優遇税制については、上場株式などの譲渡益や

配当への税率（本則２０％）を１０％に軽減する仕組みを来年以降３年間延長する見込みとされています。

２　平成21年以降の譲渡所得、配当所得の税額の計算方法を教えてください。

①上場株式等の譲渡所得

ⅰ．配当所得との損益通算が可能となります。

　　平成２１年以降に生じた上場株式等に係る譲渡損失、又は、平成２１年の前年以前３年間に生じた上場株式等の譲渡損失が

　　ある場合には、その譲渡損失の金額を上場株式等に係る配当所得の金額から控除することが可能となります。

　　ただし、配当所得との損益通算を行う場合には、申告分離課税を選択する必要があります。

【延期予定】ⅱ．税率が以下のように変更になります。

　　平成２１・２２年：５００万円以下部分１０%（所得税７％、住民税３％）、５００万円超部分２０％（所得税１５％、住民税５％）

　　平成２３年以降：２０％（所得税１５％、住民税５％）

【延期予定】ⅲ．平成２１・２２年中は譲渡所得が年間５００万円を超える場合には、たとえ源泉徴収選択・特定口座でも申告が必要となります

　　ただし、平成２３年以降は源泉徴収選択・特定口座については申告が不要となります。

②上場株式等の配当所得

【延期予定】ⅰ．原則として、上場株式等の配当所得について申告が必要となります。

　　　　　　　　　　　ただし、配当所得金額が年間１００万円以下の場合、又は、一銘柄あたり年間１万円以下の配当所得については、申告は

　　　　　　　　　　　不要となります。

ⅱ．配当所得について、申告分離課税制度が創設されます。

  　税率は、平成２１・２２年中は年間１００万円以下部分１０％（所得税７％、住民税３％）、　→　平成21年～23年に変更予定。

　　年間１００万円超部分２０％（所得税１５％、住民税５％）　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　→　平成24年以後に延長予定

　　平成２３年以降は２０％（所得税１５％、住民税５％）となります。                       　         →　平成24年以後に延長予定

【延期予定】ⅲ．源泉徴収税率が以下のように変更になります。

　　平成２１・２２年：１０％（所得税７％、住民税３％）　　→　平成21年から平成23年までに変更予定。

　　平成２３年以降：２０％（所得税１５％、住民税５％）　→　平成24年以降に変更予定

ⅱ．申告分離課税制度が創設されます。

【延期予定】ⅲ．源泉徴収税率が平成23年以降20%に上がる予定です。→　平成24年以降に延期予定。

Q７　上場株式等の譲渡所得と配当所得の取り扱いが大きく変わります。 （Ｈ２０．１０．３０総合経済対策折り込み後）

①　緊急の総合経済対策により、上場株式等の譲渡益、配当への税率が来年以降も10%の軽減税率で延長される予定です。

【延期予定】ⅰ．原則として申告が必要となります。

【延期予定】ⅱ．ただし、配当所得金額が年間100万円以下の場合及び一銘柄あたり年間１万円以下の配当所得については申告不要となります。

②　平成２１年より上場株式等の配当所得について、以下の点が変更となります。

ⅰ．配当所得との損益通算が可能となります。

【延期予定】ⅱ．平成２１・２２年中は一定のケースには源泉徴収選択・特定口座でも申告が必要となります。

【延期予定】ⅲ．税率が原則20％（500万円以下の譲渡益を除く）に上がります。

　　したがって、以下の取り扱いの内、【延期予定】を表記した部分が再度変更となる予定です。
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＜まとめ＞

①上場株式等

③申告分離課税：

少額配当

②非上場株式等

税率

配
当
所
得

①　源泉徴収税率：所得税20％　（住民税の源泉徴収は無し）
税率

税率

　　　100万円以下部分：10％（所得税7%、住民税3%）

一銘柄あたりの１年間の配当金額が１万円以下の場合には申告不要となります。【申告不要が延長となる場合には、実質延期予定】

申告の
有無

年間１００万円以下

②申告：総合課税＋配当控除

申告不要

②源泉徴収なし・特定口座又は一般口座

申告必要

税率

平成２３年以降→平成24年以降に延期予定

年間５００万円以下 年間５００万円超【延期】

平成２１年～平成２２年→　平成21～23年に延期予定

申告
の
有無

申告
の
有無

①源泉徴収：10％（所得税7%、住民税3%）

①源泉徴収選択・特定口座

譲
渡
所
得

　　500万円以下部分：10%（所得税７%、住民税3%）
10%（所得税7%、住民税3%）

②総合課税：5%～40%

①申告不要（源泉徴収）

②申告：総合課税＋配当控除

③申告分離課税：20%（所得税15%、住民税5%）

＊譲渡所得との損益通算を行う場合には申告分離課税を選択する必要があります。

①源泉徴収：20%（所得税15%、住民税5%）

②申告：総合課税＋配当控除
申告：総合課税＋配当控除

（株式等に係る譲渡所得以外とは損益通算不可）

　　　100万円超部分：20%（所得税15%、住民税5%）【延期】

②総合課税：5%～40%

申告分離課税

申告必要

（源泉徴収選択・特定口座は申告不要）

申告必要

（すべての取引について申告が必要）

20%（所得税15%、住民税5%）

③申告：分離課税

②申告：総合課税＋配当控除

年間１００万円超【延期】

①申告不要（源泉徴収） ①申告：分離課税

　　500万円超部分：20%（所得税15%、住民税5%）

③申告：分離課税

（ただし年間１００万円以下の場合に限る。）

譲
渡
所
得

配
当
所
得

２０％（所得税１５％、住民税５％）

申告の
有無

一銘柄あたり年間１０万円以下 一銘柄あたり年間１０万円超

①申告不要

②　総合課税：５％～４０％
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３　上場株式の譲渡益が500万円以上出そうです。平成２０年と平成２１年、どちらで売却した方が良いですか。

①平成２１年以降も軽減税率が延長されるため、仮に法案が成立した場合には、急いで年内に売却する必要はありません。

②万一、法案が不成立となった場合には、平成２１年以降税率が上がるため、結果として不利となることも考えられます。

ｅｘ）譲渡益６００万円のケース

①　延長法案成立の場合

売却年 平成２０年 平成21～23年 平成24年以降 　　　　　　譲渡益500万円までの軽減については、考慮しない形で

　　　　　　計算しています。

税額計 60万円 60万円 120万円

②　延長法案不成立の場合

売却年 平成２０年 平成２１、２２年 平成２３年

①500万円×
10％＝50万円

②100万円×
20％＝20万円

税額計 60万円 70万円 120万円

４　上場株式の譲渡損が出そうです。平成２０年と平成２１年、どちらで売却した方が良いですか。

含み損がある場合には、平成２１年以降配当所得との損益通算が可能となるため、平成２１年以降に売却することをお勧めします。

ｅｘ）譲渡損150万円、配当所得300万円のケース

①　延長法案成立の場合

売却年 平成20年 平成21～23年 平成24年以降 　　　　　　配当所得100万円までの軽減については、考慮しない形で

譲渡所得 △150万円 　　　　　　計算しています。

配当所得
300万円×10％
＝30万円

300万円△150万
円＝150万円

300万円△150万円
＝150万円

①150万円×
10％　　　＝15万
円

計 30万円 15万円 30万円

損益通算制度

導入前のため

通算不可。

②　延長法案不成立の場合

売却年 平成20年 平成21､22年 平成23年以降

譲渡所得 △150万円

配当所得
300万円×10％
＝30万円

300万円△150万
円＝150万円

300万円△150万円
＝150万円

①100万円×
10％　　　＝10万
円

②50万円×20%
＝10万円

計 30万円 20万円 30万円

損益通算制度

導入前のため

通算不可。

税額計算
600万円×10％
＝60万円

600万円×20％
＝120万円

600万円×10％
＝60万円

※平成21～23年まで配当所得について申告分離課税を選択。

税額計算 150万円×20%＝30万円

※平成21～23年まで配当所得について申告分離課税を選択。

税額計算

税額計算 150万円×20%＝30万円

600万円×20％
＝120万円

600万円×10％
＝60万円
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